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0120010

緊急の分娩に対
応するために、従
事する医師が使
用する自動車の
緊急自動車として
の指定追加

道路交通法第39条
第１項
道路交通法施行令
第13条第1項

　緊急の分娩に対応するために、従事
する医師が使用する自動車については
緊急自動車とされていない。

有床診療所が保有し、分娩に
従事する医師が緊急の分娩
に対応するために使用する外
見上一般車両と変わりがない
自動車を緊急自動車として指
定する

産婦人科医、なかでも分娩に従事する産科医の不足により、分娩を扱う施設の閉鎖が
相次いでいる。埼玉県は人口713万人と全国で5番目に多い県だが、出産が出来る産
科施設(病院、診療所)数は、20〜39歳の女性1万人あたり0.98施設と全国で も少な
い。わが国で誕生する新生児の約50％は有床診療所で出生している。大部分の有床
診療所では、分娩に従事している医師が1人か2人しかいないため、緊急を要する帝王
切開手術の時など、お互いに車を飛ばして駆け付け協力しながら乗り切っている。大
学の医局などからの当直医の派遣といった後方支援も難しい現状のため、ほぼ24時
間、365日待機を強いられている状況で、体力的にも精神的にも負担が大きい。さらに

新の専門知識習得のために必要な研究会や勉強会への出席もままならない。当然
休日も例外ではなく、「いつ呼び出しがあるか」とたえず意識しながら行動している。実
際、外出中にかなり分娩が進行した状況で妊婦が入院され、ほどなく分娩に至ることも
ある。入院の連絡を受け、急遽診療所への帰路を急いでいる時にも、渋滞に巻き込ま
れ冷や冷やした経験も少なくない。また、分娩を扱っている施設では24時間電話が繋
がるため周産期医療の分野においては、1次に留まらず、一部2次救急医療も担ってい
る。分娩を扱う1次施設(有床診療所)のこれ以上の減少は、更なる地域中核病院への
負担増に直結し、周産期医療の崩壊に追い打ちをかける結果となりかねない。母児二
人の命を同時に預かる産科医が安心、安全に分娩の場に駆け付け業務に従事できる
ように、その際に使用する自動車を緊急自動車として指定していただきたい。

Ｃ

　緊急自動車については、緊急用務の必要
性と道路における危険防止との均衡を考慮
したうえで、道路交通法施行令において一定
の自動車についてこれを指定し得ることとし
ており、傷病者の応急処置への対応として
は、傷病者を医療機関に緊急搬送するため
に使用する救急用自動車等を緊急自動車の
対象としている。御提案のような、外出中の
産婦人科医が緊急の分娩のために病院に
駆けつけるために使用する自動車について
は、患者の治療にあたる医師が病院に駆け
つけるために使用する自動車と区別して取
扱う理由が認められず、他方、医師一般が
使用する自動車を緊急自動車の対象とする
ことは、道路における危険防止の観点から適
切ではない。したがって、御要望に応じること
はできない。

「緊急用務の必要性と道路における
危険防止との均衡」を考慮した上
で、「傷病者を医療機関に緊急搬送
するために使用する救急用自動車
等」を緊急自動車の対象としている
が、その自動車と「産婦人科医が緊
急の分娩のために病院に駆けつけ
るために使用する自動車」との安全
性、緊急性の差は何か。
両者は共に傷病者と医師を引き合
わせるための対応であり、人命を左
右する一刻を争う緊急性を要してい
るという点では全く同じではないか。
以上の点について回答されたい。

Ｃ

　前回回答のとおり、要望に対応しようとす
ると、外出中の医師一般が使用する自動車
を緊急自動車の対象とせざるを得ず、道路
交通法により規定されている通行方法の特
例を膨大な数の自動車に認めることとな
り、交通の安全と円滑が害されるおそれが
ある。
　なお、傷病者を緊急搬送する医療施設に
は傷病者を治療する即応体制が整備され
ていることが前提であると考えられるところ
であり、かかる医療施設における即応体制
の不備の問題は、その体制の問題として解
決すべきものであって、医師一般が使用す
る膨大な数の自動車を緊急自動車の対象
とすることにより交通の安全と円滑に多大
の支障を与えることは適当ではない。

Ｃ
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医療法人　大宮
林医院

埼玉県
警察庁
厚生労働省
国土交通省

0120020
乗合自動車の停
留所の駐停車禁
止の適用除外

道路交通法第44
条、第46条

　車両は、乗合自動車の停留所を表示
する標示柱又は標示板が設けられてい
る位置から１０メートル以内の部分（当
該停留所に係る運行系統に属する乗合
自動車の運行時間中に限る。）におい
ては、法令の規定による場合等のほか
は、停車し、又は駐車してはならない。
　車両は、停車及び駐車を禁止されて
いる道路の部分又は駐車を禁止されて
いる道路の部分の一部について、道路
標識等により停車又は駐車することが
できることとされているときは、停車し、
又は駐車することができる。

元気バス協議会（伊万里市東
山代地区自治会）が運行する
貸切バスは、既存の路線バス
の運行時間と重複しないた
め、安全性の観点から、道路
交通法（昭和３５年法律第１０
５号）第４４条第５号に定める
乗合自動車の停留所の駐停
車禁止の適用除外を求める。

・佐賀県では平成２０年度から、高齢者等の身近な移動手段を確保するため、佐賀県
地域交通支援モデル事業（以下「モデル事業」という）を公募により実施している。
・伊万里市の東山代地区では、元気バス協議会により貸切バスを利用して地区内を運
行する「定時定路線型の貸切バス」が計画され、モデル事業に採択された。
・その後、アンケート調査や現地視察、運行ダイヤ、ルートの作成に半年以上の年月を
かけ、地区ごとの説明会も精力的に行われ、本年４月１日から試験運行が開始されて
いる。
・元気バスの運行に伴い、既存の路線バスの停留所を利用したいが、道路交通法の規
定により一般車両（元気バスは貸切バスのため一般車両扱い）は駐停車禁止箇所とさ
れているため、国道沿いの駐車スペースが確保されたバス停（バス停車帯）を利用す
ることができず、別に自前のバス停を設置しており、乗降時の安全性に不安を抱えて
いる。
・元気バスは、既存の路線バスの運行時間とは重複しておらず、貸切バスとは言え、地
域住民の生活交通として利用され、「定時定路線型」で乗合バスに類似する運行形態
であることから、その安全性を確保するため、道路交通法の柔軟な取扱いを求めるも
のである。

Ｄ

　乗合自動車の停留所から１０メートル以内
の部分であっても、都道府県公安委員会は、
交通の安全と円滑を図るため必要があると
認めたときは、道路標識等を設置することに
より、乗合自動車以外の車両が、停車し、又
は駐車することができるものとすることができ
る。
　また、乗合自動車の停留所から１０メートル
以内の部分における駐停車禁止の定めは、
当該停留所に係る運行系統に属する乗合自
動車の運行時間中に限られるものであり、提
案に係るバスの運行が「既存の路線バスの
運行時間とは重複して」いないのであれば、
駐停車禁止規制の対象ではない可能性があ
る。

　右の通り、提案主体において協議
を進めるとの報告があった。
　なお、協議の結果、提案内容が実
現できなかった場合には、再度提案
内容の実現に向けた提案がなされ
る可能性があることを申し添える。

道路交通法第４６条の適用について、今後、県
公安委員会と協議していきたい。なお、提案で
は「既存の路線バスの運行時間とは重複してお
らず」としていましたが、既存の路線バスは６時
から１８時、元気バスは７時から１７時の時間帯
で運行しており、重複していました。

Ｄ

右の提案主体から
の意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

道路交通法第４６条の適用について、
県公安委員会と協議を行ったが、同法
第４６条の適用の要望を受け付ける前
提条件として、関係者である既存のバ
ス路線事業者の同意書又は承諾書が
必要ということであった。このため、既
存のバス路線事業者に協議の申し入
れをしたが、同意又は承諾はできない
との返答であり、同法第４６条の適用は
できなくなってしまった。「元気バス」は、
貸切バスとは言え、地域住民の生活交
通として利用され、「定時定路線型」で
乗合バスに類似する運行形態であるこ
とから、その安全性を確保するため、
「元気バス」を道路交通法第４４条の適
用が除外される乗合自動車と認められ
る取扱いを求める。

Ｄ

前回回答のとおり、乗合自動車の停留所
から１０メートル以内の部分であっても、
都道府　県公安委員会は、交通の安全と
円滑を図るため必要があると認めたとき
は、道路標識等を設置することにより、乗
合自動車以外の車両が、停車し、又は駐
車することができるものとすることができ
る。
したがって、本要望については現行規定
により対応可能であり、本要望を実施し
た場合の当該地域における交通の安全
と円滑への影響については、地域の交通
実態、地域住民や関係者の意見等を踏
まえ、当該停留所の存する道路を管轄す
る都道府県公安委員会において判断す
べきものである。
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佐賀県、元気バス
協議会

佐賀県 警察庁

0120030
歩行者が安全に
通行できるため
の車両速度規制

道路交通法第４条
第１項、第２項、
第22条第１項

　都道府県公安委員会は、道路にお
ける危険を防止し、その他交通の安
全と円滑を図り、又は交通公害その
他の道路の交通に起因する障害を防
止するため必要があると認められる
ときは、道路標識等を設置し、及び
管理して、車両の最高速度を指定す
ることができる。

　福岡県道２１号福岡直方線
の箱崎商店街沿い、約５００
ｍ区間の 高速度制限を、時
速８ｋｍ（徐行速度）とする。

　商店街沿いの交通量が多く危険な道路に、大胆な速度制限を設けることにより、通
過車両の迂回を促すとともに、地域住民ならびに歩行者の安全を確保し、結果として地
域の活性化を図るものである。
　具体的には、県道福岡直方線の”筥崎宮横”信号交差点から箱崎阿恵線との交差点
までの約５００ｍ区間の 高速度を、早歩き速度の時速８ｋｍ程度に制限する。その結
果、不要な通過車両はＪＲ鹿児島本線沿いの２５ｍ道路を利用することになり、歩行者
にとっては安全で歩行しやすい道路になる。
　この施策が成功すれば、全国で同様の悩みを抱える地域にとっても、いい検討材料
になると思われる。
提案理由：
　当該道路は長年、箱崎の街にとって悩みの種であった。県の主要道路ということで交
通規制もかけ難く、高齢化がすすむ街としては非常に危険で、商店街を疲弊させてき
た一つの要因でもあった。
　しかしながら、ＪＲ鹿児島本線連続立体交差事業により、並行しているＪＲ鹿児島本線
沿いの道路が２５ｍ道路として整備され、大胆な交通規制がかけられる環境となった。
　といっても、沿線には銀行やいろいろな商業施設、またマンションや駐車場も多く、進
入車両の制限は現実的ではない。また、一方通行規制という意見もあるが、住民同意
や効果の点でも疑問がある。
　そこでこの提案措置であれば、それらの問題が一挙に解決でき、これを機に地域住
民と商店街が協力して、地域商店街の活性化を図りたいというのが提案理由である。

Ｄ

　都道府県公安委員会は、地域の交通実
態、道路構造、住民の意向等を総合的に考
慮して、道路標識等により、徐行すべき道路
の部分を指定することができる。
また、都道府県公安委員会は、地域の交通
実態、道路構造、住民の意向等を総合的に
考慮して、道路標識等により、車両の 高速
度を指定することができ、法令上、指定すべ
き速度の下限は定められていない。
　なお、いわゆる生活道路における車両の速
度を抑制する手法としては、速度規制のみな
らず、物理的デバイス（ハンプや狭さく等）を
設置するなどの措置も考えられる。

Ｄ Ｄ
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箱崎商店連合会 福岡県 警察庁

0120040

法人保有のリー
ス車両に関する
車両保管場所の
証明手続の改善

自動車の保管場所
の確保等に関する
法律第３条
自動車の保管場所
の確保等に関する
法律施行令第１条

　自動車の保有者は、道路上の場所
以外の場所において、当該自動車の
保管場所（車庫、空き地その他自動
車を通常保管するための場所をい
う。）を確保しなければならず、当
該保管場所は、当該自動車の使用の
本拠の位置との距離が２キロメート
ルを超えないものでなければならな
い。

法人が自動車を保有する場
合、事務所（本店、支店、営業
所等）の所在地から２キロメー
トルを超えない場所に保管場
所を確保しなければならない
こととされているが、法人保有
のリース車両に関しては「実
際に使用する地区で保管場
所を確保すること」としてほし
い。

【現状】
業務用リース車両について、実際に使用する地域が遠方（異なる都道府県）である場
合、１台の車両に２ヶ所の車庫を確保している。
　・[使用の本拠の位置]　支店等事業所の近隣２ｋｍ以内（実際には使用していない）
　・[保管場所]　実際に使用する遠隔地
（例）A社の仙台支店は東北地方を営業範囲としている。青森県内での営業の場合、仙
台支店から車で行くには負担が大きいため、社員は電車で青森駅まで行き、青森駅近
くの駐車場を保管場所とするリース車両を利用している。そのリース車両の本拠の位
置は仙台支店の近隣でなければならないとされているため、「仙台」と「青森」の２箇所
に駐車場を確保している。

【不具合】
支店等営業拠点が都市部に集中しているため、余分な車庫の確保は企業にとっては
負担増。
都市部では全体的に駐車場が不足、車庫確保は困難。

【代替措置】
上記の例で言えば、
①青森の取引先に当該エリアで事業活動していることを証明してもらうこと
②当該エリア内の駐車場賃借契約書を提示すること
等により、事務所のない遠隔地においても保管場所証明が取得できるよう緩和されれ
ば、上記不具合の解消とともに、駐車場の有効活用につながり都市部の交通緩和へ
の貢献が期待できる。

Ｃ

　「自動車の使用の本拠の位置」とは、原則
として、自動車の保有者その他自動車の管
理責任者の所在地をいい、単なる貸し車庫
等は、自動車の保管場所になっていたとして
も、自動車の使用の管理をするという機能を
備えていないことから、使用の本拠には当た
らない。自動車の保管場所の確保等に関す
る法律は、当該自動車の使用の本拠の位置
から２キロメートル以内の場所に自動車の保
管場所を確保しなければならないこととして
いるが、これは、自動車の使用の管理をする
という機能を備えている自動車の使用の本
拠の近傍に保管場所が確保されなければ、
安全かつ適正な運行に必要な自動車の使用
の管理がなされないおそれや道路が保管場
所として不適正に使用されるおそれが高いと
考えられるためである。したがって、営業活
動の拠点として使用されている営業所に当た
らない単なる貸し車庫等を自動車の使用の
本拠と認めることはできない。

「自動車の本拠の位置」が自動車の
保管場所から遠隔地にあったとして
も、提案者の事例の場合には適切
に自動車の管理を行うことは可能で
はないか。再度検討し、回答された
い。

営業担当は担当地域まで電車等で移動し、そこ
で保管されたリース車を用いて営業活動に従事
している。

保管場所証明については、以下のような理由か
ら使用拠点での取得が実情に適っている。
①運転者が使用の度にリース車両を自己点検
し、加えてリース会社による定期点検が毎月実
施されており、車両管理は保管場所で適正に行
われている。
②取引先による営業活動証明・駐車場賃貸借
契約書の提示により、適切な保管場所が確保さ
れないとの懸念は払拭される。

Ｃ

　自動車の「使用者」とは、自動車を使用する権原を
有し、その運行を支配し、管理する者であり、自動車
の運行について 終的な決定権を有する者のことを
いい、自動車の「運転者」とは異なる概念である。自
動車の使用者は、自動車の運行を支配し、管理する
者として、民事、行政、刑事上の様々な責任を負って
いるところ、例えば、道路運送車両法は、自動車の
使用者に対して、「自動車の走行距離、運行時の状
態等から判断した適切な時期に・・・目視等により自
動車を点検しなければならない」などの義務を課し、
道路交通法は、自動車の使用者が整備不良車両を
運転させてはならないこととしているほか、自動車の
使用者がその使用の本拠において選任する安全運
転管理者が、安全な運転を確保することができる自
動車の運行計画を作成すること、疲労等の場合に備
えて交代のための運転者を配置すること、運転時間
や走行距離を記載した運転日誌を備え付けることな
どを義務付けている。こうした自動車の使用者として
の義務を適正に履行し、自動車の安全な運行を確
保するためには、自動車の整備状況、使用状況等を
現実に把握・確認することが必要不可欠である。
　したがって、こうした自動車の使用の管理が行われ
る自動車の使用の本拠の近傍に保管場所が確保さ
れなければ、整備不良、過労運転等を原因とする悲
惨な交通事故を惹起するおそれがあり、また、自動
車の使用の管理に伴いその使用の本拠の周辺の道
路が自動車の保管場所として利用されることを防止
する必要があることから、自動車の使用の管理をす
る機能を備えていない貸し車庫等を自動車の使用
の本拠と認めることはできない。

Ｃ
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石油化学工業協
会

東京都 警察庁

0120050

世界に認められ
る、２１世紀のパチ
ンコビジネスモデ
ル。パチンコ営業
店内に「貸玉・貸メ
ダル返却所を設
置」

風俗営業等の規制
及び業務の適正化
等に関する法律第
23条第１項第１号
及び第２号

　ぱちんこ営業は、客に遊技球又は遊
技メダルを貸し出し、客が遊技球等で遊
技をした結果に応じて客に賞品を提供
する営業であるところ、その営業の形態
によっては客の射幸心を著しくそそるお
それがあるため、風営法において、ぱ
ちんこ営業を営もうとする者は、あらか
じめ公安委員会の許可を受けなければ
ならないこととし、著しく客の射幸心をそ
そるおそれのある遊技機の設置を禁止
しているほか、現金又は有価証券を賞
品として提供すること、客に提供した賞
品を買い取ること等を禁止している。

パチンコ営業店による社会貢
献活動の推進。パチンコ営業
店内にパチンコ営業店とは無
関係の第三者（社会福祉団
体・ＮＰＯ）等による、貸玉・貸
メダル返却所の設置を行い、
遊技客が安全な店内で「玉・
メダル」の返却を行うことが出
来るシステム。

警察庁の犯罪統計により、「ぱちんこ景品買取所」に対する凶悪犯罪が、いっこうに無
くならない現実を鑑み（平成２０年次、認知事件数２０件）、再度ご提案をさせて頂きま
す。これらの凶悪犯罪を未然に防ぐ為にも、新しい賞品交換システムを採用することに
より、ｾｷｭﾘﾃｨがしっかりしたパチンコ営業店内で「貸玉・貸ﾒﾀﾞﾙ」の買戻しを行うことが、
多くのパチンコフアンを凶悪犯罪から守るためにも早急に採用される必要があると考え
られるのであります。具体的には、パチンコ営業店が遊技客の求めに応じて、風俗営
業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行規則２９条に定められた、「貸玉・
貸メダル」と同等金額にて安全なパチンコ営業店内で第三者（社会福祉団体・ＮＰＯ）等
が買戻すことが出来るシステム。このシステムの採用により、文献によりところの、不明
瞭で不健全な三店方式と呼ばれる賞品交換システムによる弊害を解消し、パチンコを
今以上に明るく健全な娯楽産業にする事が可能になります。

Ｃ

　ぱちんこ営業所内において遊技客の玉又
はメダルが現金で買い取られることは、ぱち
んこ営業に関して現金が賞品として提供され
ること等と同一視でき、当該営業について著
しく客の射幸心をそそるおそれが生じるととも
に、当該営業が賭博罪に当たる行為を行っ
ているとの評価を受ける可能性があることか
ら、認められない。

Ｃ Ｃ
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株式会社　玉越 愛知県 警察庁

0120060

世界に認められ
る、２１世紀のパチ
ンコビジネスモデ
ル。パチンコ営業
店が遊技客に貸
出しを行う「貸玉・
貸メダル」の 高
限度額を変更す
る。

風俗営業等の規制
及び業務の適正化
等に関する法律第
19条
風俗営業等の規制
及び業務の適正化
等に関する法律施
行規則第35条第１
項第２号

　ぱちんこ営業は、客に遊技球又は遊
技メダルを貸し出し、客が遊技球等で遊
技をした結果に応じて客に賞品を提供
する営業であるところ、その営業の形態
によっては客の射幸心を著しくそそるお
それがあるため、風営法において、ぱ
ちんこ営業を営もうとする者は、あらか
じめ公安委員会の許可を受けなければ
ならないこととし、著しく客の射幸心をそ
そるおそれのある遊技機の設置を禁止
しているほか、遊技料金としてぱちんこ
遊技機に係る玉１個につき４円、回胴式
遊技機に係るメダル１枚につき20円を
超えないこと等の規制がなされている。

「貸玉・貸メダル」の 高限度
額を地域によって変更する。
例えば愛知県の場合、現在
の貸玉、玉一個につき４円、
貸メダル、メダル一枚につき２
０ 円を超えないこととなってい
る「貸玉・貸メダル」金額を、そ
れぞれ、玉一個につき ５円、
メダル一枚につき２５円を超え
ないことに改定する。

現在のパチンコの貸玉金額は昭和52年(1977年)に1個3円から4円に改定されてから実
に30年間も見直しがなされておらず、パチンコフアンからは、貸玉金額の上限の改定を
望む声があがっております。そもそも、パチンコ営業は保通協で認可された遊技機で営
業を行っており、１８歳未満の者を客として立入ることを禁止している等、適度な射幸性
を保った 大の大衆娯楽産業であります。地域により、遊技客が望んでいるより幅広
い「貸玉・貸メダル料金」貸玉にあっては１円から５円、貸メダルにあっては上限２５円の
金額の中から、お客様の選択肢に合わせた遊技を行うことが、パチンコフアンにとって
も時代に適した 良の選択肢であるため、再度提案をさせて頂きます。これは日本が
戦後発展をとげ成熟社会となった現在にあっては、個々の責任と意志を尊重し、たとえ
貸玉金額の上限を改定したところで、ただちに当局が考える著しく射幸心をそそるおそ
れが生じる営業とは必ずしも判断されることはないと考えられるからであります。

Ｃ

　ぱちんこ営業に係る遊技料金の引き上げ
については、当該営業について著しく客の射
幸心をそそるおそれが生じることから、認め
られない。

Ｃ Ｃ
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株式会社　玉越 愛知県 警察庁
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管理コード
要望事項
（事項名）

該当法令等 制度の現状

拡充提案・
関連提案に
係る規制の
特例措置の
番号・名称

求める措置の具体的内容 具体的事業の実施内容・提案理由
措置の
分類

措置
の内
容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
「措置の
分類」の
再見直し

「措置の
内容」の
再見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する
回答

プロジェクト
名

提案事項管
理番号

提案主体名 都道府県
制度の所管・

関係
府省庁

0120070

ぱちんこ営業店に
おける賞品 高限
度額の引上げを
認める

風俗営業等の規制
及び業務の適正化
等に関する法律第
19条
風俗営業等の規制
及び業務の適正化
等に関する法律施
行規則第35条第３
項

　ぱちんこ営業は、客に遊技球又は遊
技メダルを貸し出し、客が遊技球等で遊
技をした結果に応じて客に賞品を提供
する営業であるところ、その営業の形態
によっては客の射幸心を著しくそそるお
それがあるため、風営法において、ぱ
ちんこ営業を営もうとする者は、あらか
じめ公安委員会の許可を受けなければ
ならないこととし、著しく客の射幸心をそ
そるおそれのある遊技機の設置を禁止
しているほか、賞品の価格の 高限度
額が１万円を超えないこと等の規制が
なされている。

ぱちんこ営業店が、遊技の結
果に応じて賞品として提供で
きる賞品の価格の 高限度
に関する基準を３万円を超え
ないこととする。

現在ぱちんこ営業店では、賞品として多種多様な品揃えを行い遊技客に提供している
ところではありますが、 近の健康ブームや消費者の高級志向により、現行の１万円を
超えない等価の物品では必ずしも遊技客に満足のいく賞品を提供しているとは言い難
く、上限を３万円に引上げることにより、貯玉・再プレー制度の活用と相まって今よりも
一層多品種で高額な賞品を提供することが出来ます。また今回の提案は現在の社会
情勢を鑑みて、例えその物品の上限を３万円に上げたとしても、著しく射幸心を煽って
いることにはならないと考えられるのであります。例えば、１万円の賞品を３個獲得する
場合と、１個３万円の賞品を獲得する場合、共に賞品獲得金額は３万円であるが、現
在の成熟した社会にあっては、３万円分の賞品を獲得する手段が、１万円の賞品3個と
３万円の賞品１個の獲得方法のどちらかであったとしても、３万円の賞品１個を遊技客
が獲得した場合、それだけでは著しく射幸心をそそられるとは決して言えないのである

Ｃ

　ぱちんこ営業に係る賞品の 高限度額の
引き上げについては、当該営業について著
しく客の射幸心をそそるおそれが生じるととも
に、当該営業が賭博罪に当たる行為を行っ
ているとの評価を受ける可能性があることか
ら、認められない。

Ｃ Ｃ
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株式会社　玉越 愛知県 警察庁

0120080

地域を限定し、観
光外国人を対象と
したカジノ設置及
び関連法の制定

- -

　西九州地域におけるハウス
テンボス場内で観光外国人を
対象としたカジノを設置し、新
たな地域再生・地域振興の戦
略モデルを構築するため、カ
ジノ設置及びカジノ関連法の
制定を求めるもの。
　具体的内容として、刑法１８
５、１８６条の規定による違法
性を阻却するため、同３５条
の「法令又は正当な業務によ
る行為は罰しない」を根拠に、
カジノ関連法を制定すること
でカジノ特区を実現しようとす
るものである。
　今回の提案に際しては、単
にアイデアとしてだけでなく、
より具体的なものにするため
法案及び事業スキームを添
付し提案を行う。

福岡県、佐賀県、長崎県を含む西九州地域を舞台とし、我が国で東アジアに も近い
という立地ポテンシャルと環大村湾の豊富な自然環境や歴史・観光資源等の既存ス
トックを活かした国際的滞在型リゾート地を目指す。その一つの手法として、ハウステン
ボス場内で、観光外国人を対象としたカジノを設置し、環境共生型の本格的リゾートエ
リアとしての新たな地域再生・地域振興の戦略モデルを構築する。これにより、２２万人
の外国人観光客の利用とそれに伴う１７０億円以上の経済効果、１,７００人相当の雇用
誘発効果が見込まれ、地域経済の活性化、雇用機会の創出、税収の確保等が期待で
きる。
提案理由
昨今の世界的金融危機と円高による外国人観光客の激減は、西九州地域の代表的
産業である観光産業に壊滅的な危機をもたらす可能性があり、地域経済の再生・振興
の為には、カジノという新しくかつ国際的にインパクトのある地域戦略に取組む必要が
ある。これまでも大阪府などがカジノ関連の特区を提案しているが、いずれも刑法で特
定地域について適用を排除することはできないとし検討まで至らなかった。しかし、今
回の提案は刑法３５条を根拠に、新たな法律を制定することでカジノ施行の法的正当
性を確保したいと考えている。又、本年４月の参議院内閣委員会において、カジノ特区
についても大いに議論すべきとの大臣の発言もあっていることから、別添の法律（案）
について検討して頂きたいと考えている。なお、カジノ導入による懸念事項として、暴力
団等の介入、治安悪化、青少年への影響、依存症問題等が一般的に言われるが、法
による厳格な執行・監視、場所と対象者の限定により回避できると考えている。

（－）

　カジノの合法化には、暴力団や外国人犯罪
組織等の関与のほか、少年の健全育成への
悪影響、地域の風俗環境の悪化等が懸念さ
れ、これらの諸問題が十分に考慮される必
要がある。

右の提案主体からの意見を踏ま
え、再度検討し、回答されたい。提
案者からは、法案や事業スキーム
等についての提案もなされており、
これらについて懸念される点があれ
ば具体的に挙げられたい。

カジノ導入による懸念材料としては、暴力団等
組織悪の介入、周辺環境の治安悪化、青少年
への悪影響、ギャンブル依存症等が考えられる
が、今回提案した特別法（案）では、法による厳
格な執行を考えており、施行者が地方自治体で
あること、国の独立した機関による運営会社の
審査・管理を行うこと、経営に関する情報公開な
どの徹底により、暴力団等の不正な介入は除
外できると思われる。また、ハウステンボス場内
に設置を限定していること、対象を観光外国人
に限定していることから、一般市民との接触を
回避することができ、周辺環境の治安悪化、青
少年への悪影響、ギャンブル依存症の問題も防
止できると考えている。

（－）

　客を観光外国人に限定するなどしたとし
ても、カジノを開設した場合には、施設内外
において様々な治安上の問題が生じること
が懸念される。この点、現在示されている
内容では、その具体的な対応策が明らかに
なっていない。少なくとも、例えば、暴力団、
暴力団関係企業等の排除に関すること、賭
博罪の前科を有する者等の不適格者の排
除に関すること、遊技に係る射幸性の程度
や公正性の確保に関すること、地域の風俗
環境の保持及び少年の健全育成に支障を
及ぼす行為の防止に関すること、経理の透
明性の確保に関すること、防犯上の措置に
関すること等については、その具体的内容
を十分に検討する必要があると考える。

右の提案主体から
の意見を踏まえ、
再度検討し、回答さ
れたい。

今回提案した特別法（案）は、他の公営
ギャンブル法の事業スキームを参考に
しており、ご指摘の点について例えば
①地方公共団体が施行者であること②
カジノ施設、ゲーム、機器等の製造から
設置に至るまでに従事する者は国の独
立機関の登録が必要であり、同機関が
監視装置による監視を行うことなどか
ら、暴力団等の不正介入は防げると考
える。
また、施行者は営業収益の一部を交付
金としてカジノ監視振興法人へ納付し
同法人は依存症対策、保安、青少年育
成等に対する補助を行うようにしてい
る。
ただし、これらの具体的手法について
は、特別法（案）の具体的方向性が見
えた段階で、その施行令や規則の作成
の中でより明確にする必要があると考
える。

（－）

カジノの合法化には、暴力団や外国人犯
罪組織等の関与のほか、少年の健全育
成への悪影響、地域の風俗環境の悪化
等が懸念されるところ、警察庁は、カジノ
の合法化を積極的に推進する立場には
ないが、カジノを実施するための法律案
が具体的に検討される場合には、これら
の治安上の観点から、必要な意見を申し
述べて参りたい。
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佐世保市、長崎
市、諫早市、大村
市、西海市、嬉野
市、武雄市、佐世
保商工会議所、
西九州統合型リ
ゾート研究会

長崎県

警察庁
総務省
法務省
国土交通省

0120090
管理型売春の条
件付き許可につい
て

当庁の所管法令で
はない。

売春防止法の特例措置とし
て、「売春行為適正化に関す
る法律」制定による、特別区
域内の指定施設での、売春
行為の条件付き許可につい
て要望する。

２００５年１０月２７日の内閣委員会での国務大臣の答弁は、「性風俗関連特殊営業の
場が売春が行われる蓋然性が非常に高いので、届出制で全体的に見えるような形に
する」というものであった。
蓋然性とは確実に行われていると理解され、国は店舗型性風俗特殊営業一号営業
「ソープランド」について、長期にわたりその営業形態を維持し、特段の取り締まりを
行っていないことを考え合わせると、過去において店舗型管理売春を容認している。
しかし届出制による無店舗型性風俗特殊営業「デリバリーヘルス」の容認は、「店舗型
風俗店とは異なり、他の従業員の目が届かない為犯罪に巻き込まれる可能性が高い」
と指摘されているとおり、近年犯罪事例が顕著になっている。そのため一定時間内で
あっても場所が特定されず管理者不在での営業行為は、治安に対する重大な懸念材
料であるので、早急に解決されるべき問題である。
またソープランドでの個室内営業の長期的黙認は、特定条件下での合法化と同列に考
えられ、同営業形態と同じ運用方法を行うことは、過去の事例に照らして矛盾しない。
従って売春防止法の特例措置として、風営法管理下での特別区域内の指定施設で
の、売春行為の条件付き許可について要望する。

（－）

　警察庁は、売春防止法を所管していないこ
とから、売春行為を合法化することの是非に
ついてお答えする立場にはないが、売春の
合法化には、清浄な風俗環境や青少年への
影響、暴力団等の反社会的な組織の関与、
女性の尊厳等の観点から懸念があるのでは
ないかと考える。

（－） （－）
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「投資・経営」、「技
術」、「人文知識・
国際業務」の在留
資格を有する親へ
の長期在留資格
の付与

当庁の所管法令で
はない。

成長産業分野であって資本
金１億円以上の本社設置外
資系企業について、在留資格
「投資・経営」「技術」「人文知
識・国際業務」を有する外国
人在籍者の親の活動を、在
留資格「特定活動」に追加す
る。

兵庫・神戸は、開港以来、国際都市として発展してきた歴史を有し、外国・外資系企業
の経済活動が活発で、世界的な外資系企業が本社を設置している。これら大企業は
地域経済に大きく寄与するなか、とりわけ、成長事業を展開する企業活動は、今後の
地域経済の発展において極めて重要である。
これら成長事業を展開する大企業の外国人経営者や社員は当地域において必要不可
欠な人材である。これら外国人企業関係者については、親の扶養を必要とする場合、
親の在留期間が短期であるために、自身の活動のための入国や必要な期間での在留
にも影響が生じているという問題があり、そうした課題に向けた対応方策を求めるもの
である。

（－） （－）

　移民を含む外国人の受入れに関しては、
適正な在留管理、外国人が安定して生活を
営むための雇用、教育、社会保障等の制度
が十分整備され、また、受入れについての国
民のコンセンサスが得られていることが必要
と考えている。当庁としては、こうした観点か
ら、関係省庁の検討状況を把握しながら、治
安に与える影響について慎重に見極めてい
く必要があると考える。

政府が設置した「高度人材受入推進会議」の報
告書（H21.5）によれば、経済成長や雇用創出に
必要不可欠な人材として、研究者、技術者だけ
でなく、経営幹部層なども範囲に含む、グロー
バルな高度人材の獲得の必要性が提言されて
いる。本件については、法務省、厚生労働省に
も、引き続き対象の見直しをお願いすることとし
ている。警察庁におかれては、「関係省庁の検
討状況を把握しながら、治安に与える影響につ
いて慎重に見極めていく必要があると考える。」
との回答であることから、「投資・経営」「技術」
「人文知識・国際業務」の在留資格を有する外
国人の親への長期在留資格の付与の実現に向
け、引き続き検討願いたい。

（－） （－）

　前回も回答したとおり、移民を含む外国人
の受入れに関しては、適正な在留管理、外
国人が安定して生活を営むための雇用、教
育、社会保障等の制度が十分整備され、ま
た、受入れについての国民のコンセンサス
が得られていることが必要と考えている。当
庁としては、こうした観点から、関係省庁の
検討状況を把握しながら、治安に与える影
響について慎重に見極めていく必要がある
と考える。

（－）
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